
 

避難確保計画作成のフロー  

 

以下のフローを参考に避難確保計画の作成が義務付けられているかどうか、

また作成が必要な場合は、作成の方法について、作成済である場合も再度見直

しが必要かどうかについて確認してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・避難確保計画の作成が義務付けられています。 

・年１回の訓練 (実動避難訓練や机上訓練)の実施及び訓 

練後の市への報告が義務化されています。  

・自衛水防組織の設置(努力義務) 

いいえ はい 

避難確保計画の作成の義務はあ

りません。 

しかし、災害を踏まえ、本計画

を準用した計画の作成を検討し

てください。 

非常災害対策計画または 

消防計画をすでに作成済  はい 

いいえ 

既存の計画に必要項目を追加して 

作成することもできます。⇒ (１)（２）へ 

新規で避難確保計画を作成する必要があります。  

⇒(３)へ 

作成した避難確保計画を再確認してください。  

更新された洪水浸水想定区域図により、浸水の危険性が増えていないか。土砂災害

警戒区域の新規指定により、施設に新たな危険が発生していないか。  

(例)作成当時は大井川による浸水のみだが、新たに公表された大代川 (R3.5)の浸水

区域にも施設が含まれているため、大代川に関する内容も追記する必要がある。 

避難確保計画未作成・避難確保計画 (暫定版)を作成済 

※暫定版とは H30 時点で計画作成を依頼した際に市から提供した簡易的な計画  

地域防災計画抜粋(資料 9-6)を確認し、施設の

場所に浸水 (洪水等 )、土砂災害の危険がある

か。(該当の場合は〇で記載されている。 ) 

※詳細は、災害リスク確認方法で確認。 

 

 

避難確保計画作成済 

はい 



(１)非常災害対策計画に必要項目を追加する場合  

「計画で定めるべき項目」の下線部分は避難確保計画にのみ記載が求められて

いるため新規で追加します。その他の項目は対象災害(洪水・土砂災害)に関す

る記載を追記することで避難確保計画の作成とみなすことができます。  

 非常災害対策計画 避難確保計画 

計

画

で

定

め

る

べ

き

項

目 

・施設等の立地条件 

・災害に関する情報入手方法 

・災害時の連絡先及び通信手段の確認  

・避難を開始する時期、判断基準 

・避難場所 

・避難経路 

・避難方法 

・災害時の人員体制、指揮系統 

・関係機関との連携体制 

・計画の目標 

・計画の適用範囲 

・防災体制 

・情報収集及び伝達 

・避難の誘導 

・避難確保を図るための施設整備 

・防災教育及び訓練の実施 

・自衛水防組織の業務 

(自衛水防組織を設置している場合に

限る) 

 

(２)消防計画に必要項目を追加する場合  

以下項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。 

洪水 土砂災害 

計画の目的 計画の目的 

防災体制 防災体制 

避難誘導 避難誘導 

避難の確保を図るための施設の整備

(資機材等) 

避難の確保を図るための施設の整備

(資機材等) 

防災教育及び訓練の実施  防災教育及び訓練の実施  

自衛水防組織の業務に関する事項  

(当組織を設置している場合に限る) 

― 

 

(３)新規で避難確保計画を作成する場合  

避難確保計画様式に基づいて作成をしてください。  

 

【参考にする手引き】※国交省ＨＰ(以下にＵＲＬ記載)にて確認してください。 

洪水・内水：要配慮者利用施設（医療施設等を除く）に係る避難確保計画作成

の手引き（洪水・内水・高潮編）  

（平成 29 年 6 月 国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室）  

土砂 災害：要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画

作成の手引き 

（平成 29 年 6 月 国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課）

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/tebi

ki_old/index.html 


